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正月早々、能登半島地震が発生し 、多

くの死傷者が出たことが報道されている。

被害の全容はいまだに明らかとなっておら

ず、これからさらに被害が拡大することが

懸念される。被災者を取りまく報道をみて

いると、東日本大震災や熊本地震、あるい

は阪神・淡路大震災といった大災害の教

訓はどこにいってしまったのかと思わされ

るほど、同じような光景が繰り返されてい

る。水が足りない、食料が足りない、トイレ

がない、電気が通っていない、マンパワー

が足りない、避難所が機能していない、燃

料 ・ガソ リンが足りない。これだけ災害が

頻発している日本で、なぜ 、同じことが繰

り返されるのか。これは明らかに政治の怠

慢である。とりわけ、長年にわたる自公政

権の無為無策がこうした事態を引き起こ

している。そして、立憲を始めとする野党の

非正規労働相談センターひろしま 通信
第 24 号 2024 年 1 月 10 日

〒732-0057 広島市東区二葉の里1-3-16 吉村ビル2階

フリーダイアル ０１２０ｰ５０１ｰ５８１

☎ 082-262-3751 FAX 082-264-2310
Eメール roso34@ybb.ne.jp

非力さはもちろんだが、このような政治構

造を許してきたわれわれ自身も、いま一度

振り返って総括していく必要があるだろ

う。

2024年 年頭の辞

さ ら に 労 働 者 大 衆 の 中 に 入 り
龍 の ご と き 勢 い で
社 会 変 革 の 闘 い を ！

理事 長 土 屋 信 三
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ＮＰＯ非正規労働相談センターひろし

まは、昨年１ ０月９ (月・祝日)、 １ ０日 (火 )

にスクラムユニオン・ひろしまの仲間と

ともに「メンタル労災相談・ハラスメン

ト対策ほっとライン」実施した。

これは、昨年９月に厚労省が精神障

害の労災認定基準を １ ２年ぶりに改正

したことをふまえ、全国労働安全衛生

センター連絡会議メンタルヘルス・パワ

ーハラスメント対策局が「メンタル労災

相談・ハラスメント対策ほっとライン」を

開催して 、コミュニティユニオン全国ネ

ットもこれに協力。スクラムユニオンが

これに参加するので当NPＯもこれに参

加することにしたものである。

今回は、二日目の １ ０月 １ ０日午前中

にＲＣＣとＮＨＫからの取材があり、当日

昼時間にこれが報道されたこともあ

り、 １ ０日午後から６件の電話相談が続

いた。別に1件の来所相談があった。

過去に傷病手当受給歴があり 、今

回、二度目の発症で受給できないので

は？ との相談があったが、病名が異

なれば生計を維持するために改めて受

給申請ができる 。また 、 １ ０年以上前の

出来事で労災申請していない、今から

申請できるかとの相談には、労災の傷

病補償年金、一時金の請求権は傷病

が治癒した日の翌日から５年で時効に

より消滅する 。 しかし私傷病の場合に

は、障害厚生年金があり 、いつでも請

求できるので活用してみてはと説明し

た。

いわゆる「パワハラ防止法」では、

① 優越的な関係を背景とした言動で

あり 、 ② 業務上必要かつ相当な範

囲をこえたものであり、 ③ 労働者の

作業環境が害されるすべての要素を満

たすものがパワハラと定義されている。

パワハラであることを立証するため

には客観的な証拠の有無が大切にな

る。ホットラインを通じて、誰でも安心し

て働くためには、労働組合が職場環境

を改善していくように取り組む必要性

を感じた。

また 、メンタル労災相談を受けて適

切に対応できる人材の育成も必要だ。

本年度の当ＮＰＯの定期講演学習会は

新年を迎えて、いまの社会を、いまの政

治を変えていかねばならないという決意

が心の底から湧き上がってきている。この

決意を、生きた、現実の階級闘争の中で実

現していくことが簡単ではないのは理解し

ているつもりである。だが、 NPOの仲間た

ちと力を合わせ 、多くの労働者大衆の中

に入り 、多くの闘争を組織し 、ひとつひと

つの闘いを着実に打ち抜いていくならば、

その先に未来を展望できるのではないだ

ろうか。いや、そうしなければならない。

龍は天にも昇るという。今年は勢いを持

ってNPOの活動を拡大しよう 。ひとつは 、

会員の拡大である。ここ数年、会員は横ば

いか減少傾向にある 。当然にも会費も比

例して減少傾向にある。こうした状況を改

善し 、反転させていかねばならない 。そし

て、 NPOとしての宣伝活動を強化し、積極

的に大衆の中に登場していこう。

非正規雇用労働者の困難は、物価高、

賃金減少といった中で増大している。生活

自体が苦しくなり、闘わなければ生きてい

けないといった情勢が到来している。NPO

の出番である。

誰もが安心して働くことができる
労 働 環 境 を ！

「メンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」開催
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兵庫労働安全センターの西山和宏さん

を講師にお招きして 、 １月 ２ ０日 （土 ）東

区民文化センターで１ ６時から精神障害

の労災認定基準の改正内容の説明な

どを報告していただくこととした。職場

でのハラスメントによるメンタル障害の

相談を受ける際の心構えなども含めて

お話して頂けたらと思っている。関心の

ある方は是非参加してください 。入場

無料です。

だ 。それは、地元の労働力が最賃の高
い県に移動することに危機感を持った
自治体当局が地方経済の衰退をさけ
るために踏ん張ったものと言える。それ
でも、東北や四国、九州・沖縄では９００
円に満たない県が続出した 。東京・大
阪 ・愛知等の大都市圏の人口密集地
の最賃が１ ， ０ ０ ０円を超えたことで加重
平均は １ ， ０ ０ ４円となったが、 ２ ２ ０円も
の地域間格差は残したままだ。
格差容認の低額答申となったのは、

経営者の利害を代弁する経営側委員
が「中小企業には体力に限界がある」
と最低賃金の引き上げに頑強に抵抗
を続けた結果だ。

全国一律、時給１５００円を実現しよう

最賃が時給１００ ０円になっても、月収
は １ ８万円にもならず、年収は２ ０ ０万円
を切る。時給１５００円でようやく年収３０
０万円に達することができるのだ。
パート ・契約社員等の非正規雇用で

働く人の数は全国で２ １ １ １万人。非正規
雇用労働者の多くは最低賃金の近く
で働いている。早急に「全国一律、時給
１ ５０ ０円」の最賃を勝ち取ることが非正
規雇用労働者の処遇改善につながる
のだ。

ＮＰＯ非正規労働相談センターひろし
まは、例年より少し遅くなったが、昨年
１２月２日に広島そごう周辺で、スクラム
ユニオン ・ ひ ろ し まの仲間と一緒に 、
「最低賃金引上げ！生活できる賃金を！ 」
を呼びかける情宣活動を行った。
昨年 １ ０月に改定された広島県の最

賃は９７０円だ。これでは、月１７ ７時間働
いても月収 １ ７万円強にしかならない。
ここから社会保険料や税金、家賃を支
払えば 、とても人間らしい生活はでき
ない。私たちは、 「まだまだ最賃は低す
ぎる 」 「地域間格差も縮まらない」 「物
価高騰を超える賃上げを」「全国一律、
時給１５ ００円を実現しよう」と訴えた。リ
ーフレッ トを受け取り 、立ち止まって私
たちの切実な訴えに耳を傾ける市民も
多くいた 。物価高への不満を話しかけ
る市民も見られ、最賃大幅引き上げの
訴えは多くの市民に共感をもって受け
止められた。

格差解消せずの低額答申で幕引き

去年１ ０月の最低賃金引き上げの大
きな特徴は 、約半数の地方最低審議
会が中央最低審議会の引き上げ目安
金額を上回る（上回ると言っても1円か
ら8円ではあるが）答申を行なったこと

全 国 一律 1 5 0 0 円 の
最低賃金を訴えて街頭宣伝
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＜闘いの現場から＞ スクラムユニオン・ひろしま からの報告

昨年の活動を振り返ってみて、スクラム

ユニオン・ひろしまとして総括しておかねば

ならない活動があった 。そのひとつは 、疑

いもなくＢさんの強制配転をめぐるＣ社と

の闘争であった 。この闘いは、スクラムユ

ニオンにとって組織の存亡に係わる闘いで

あった。とりわけ、出雲におけるブラジル人

労働者組織化における分岐点をなすもの

であった。

ことの発端は単純なことのように見え

た 。 Ｂさんが仕事中にミスを犯したことに

対して 、 Ｃ社から自宅待機が命じられたこ

とである。本来であれば、ミスがなぜ起き

たのか調査が行われ、今後、同様のミスが

起きないよう注意が喚起され、改善方向

が明らかにされれば良いことであった。そ

のための聞き取り調査や改善点をめぐる

討議のために本人たちが １日 、 ２日現場か

ら離れるということならば、あり得た話で

あったと思える。しかし、実際の展開はそん

なものではなかった。何回かの事務折衝を

経て明らかになったことは、Ｂさんを彼の職

場から追い出すというものに他ならなかっ

た 。それは 、 「別の職場なら明日にでも復

帰させる。 」 「自宅待機は懲戒処分ではな

い。就業規則上規定された処分ではない」

というＣ社の発言からも明らかであった。

このことに対する職場労働者の反応は、

鋭く事の本質を言い当てていた。「Ｂさんは

シンジカト （労働組合）の中心メンバーだ

から、ねらわれたんだ」 「 Ｂさんを職場から

追い出すことによって、シンジカト（労働組

合）の力は大したことはないと見せつけた

いんだ。」その通りに事態は進行した。職場

では、 Ｂさんへの心配と今後どうなるのか

という不安、スクラムユニオンは大したこ

とはできないという不信感が増大した。も

し、この闘争に敗北すれば、すなわち、Ｂさ

んが職場に復帰できず、３か月にも及ぶ自

宅待機期間中の経済的損失を回復できな

ければ、スクラムユニオンは大きな打撃を

受けたであろう 。それはＢさんという中心

メンバーを失うだけではなく、とりわけ、ブ

ラジル人労働者の信頼を失うということ

であった。

絶対に、この闘争に負けるわけにはいか

ない。そこからはさまざまな戦術を練り、準

備し、働きかけた。最悪の場合、労働委員

会への救済申立や裁判闘争も準備した 。

最終的には、Ｂさんの原職への復帰、経済

的補償、今後、職場での問題は労使協議

を持って解決していくことを確認して 、終

わった。Ｂさんは昨年１２月 １日に無事、原職

への復帰を果たした。復帰した彼を 、職場

の労働者は歓喜して迎えた。

Ｃ社がスクラムユニオンとの力比べに至

ったのはなぜなのか 、いまでもはっきり分

析できてはいない。 2018年から昨年まで

の５年間をかけて、スクラムユニオンとＣ社

はブラジル人労働者が働きやすい職場を

作り上げるために協調･協力する関係を築

き上げてきた 。 （ 言 っておくが 、 ここでの

「協調 ･協力関係」とは御用組合が言うと

ころのそれではない。 ）この労使関係を壊

してまで、スクラムユニオンとの闘争を構え

たことはなぜかという疑問である。そして、

Ｃ社が最終的にはスクラムユニオンとの協

調･協力関係を優先したように見えること、

これが現在の状況である。ただ、警戒心を

ゆるめることはできない。

組合攻撃の狙いは何だったのか？

組合弱体化攻撃に屈せず
腹 を く く っ て 対 抗

業務上の ミ ス を 口 実に組合攻撃

闘 い を 準 備 す る


